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Th.タ ー ンの 「相 対 主 義 」

安彦 一恵

Th.　 Kuhn,s``Relativism,,

Kazuyoshi　 ABIKO

　いまA氏 、B氏 の二人が或ることについてそ

れぞれの見解を主張しあっている場合、そこに
一つの対立状態が在ると言うことができる。こ

の対立状態は場合によっては是非とも解決され

なければならないが、我々の基本的方向はその

解決を合理的に行う方法を見出そうというもの

である。そ してそれは言い換えれば、この状態

についていつれか一方の主張の方が正当である

ことを証示する方法を見出そうとするものであ

る{n。 これに対 して、そのような正当化など

はおよそ不可能であるとする相対主義者の異論

が十分予想される。以下、この相対主義の主張

を、「相対主義」ということで恐らく最もよく

引 き合いに出されると思われるTh.タ ーンのパ

ラダイム論に即 して批判的に検討 し、併せて、

それを手掛 りとして、その検討を更に展開して

い くための方向を探っていきたい。

　先ず我々の観点に即 して、この相対主義の主

張を、厳密に論 じるためのいわば作業仮設とし

て以下の諸タイプに分類しておきたい。

(A)意 味論的相対主義:A氏 、B氏 の主張が、

たとえ記号(或 いは語音 ・語形)と しては同一

であって も互いに別様の意味を与えて語彙を用

いている場合、主張としては両者の対立が在る

としても、そこには言明の矛盾が成立 していな

いので、両氏の主張のどちらの方が正当かとい

うことはそもそも言 うことのできないものであ

る。

(B)問 題論的相対主義:お よそ主張 というもの

は一定の問題に対する解答としてなされると考

えられるが、9A氏 とB氏 とでは異なったことが

問題になっている場合、たとえ主張の対立が存

在 していても、そもそも問題が別なので両氏の

主張のどちらの方が正当なものであるとは言う

ことができない。

(C)方 法論的相対主義:主 張は問題への解答と

してなされるとして、その問題解答の試みは一

定の方法論的枠組みの下になされるものである。

A氏 、B氏 の主張がそれぞれ別の方法論的枠組

みを前提 してなされたものである場合、そ もそ

もその方法論的枠組みについてどちらが妥当な

ものであるとは言えないので、両氏の主張のど

ちらの方が正当か ということは言 うことがで き

ない。

①)論 証論的相対主義:A氏 、B氏 がそれぞれ

何 らかの根拠に基づいてそれぞれの主張の正当

を主張するとしても、その主張と根拠 とを結び

付ける論証の仕方が相違する場合、どちらかの

論証の方が妥当であるとは言えないので、両氏

の主張のどちらの方が正当かということは言う

ことができない。

(E)認 識論的相対主義:A氏 、B氏 がそれぞれ

何らかの認識論的根拠に基づいてそれぞれの主

張の正当性を主張するとしても、その根拠とさ
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れるものがお互いに異なる場合、どちらかの根

拠の方が妥当であるとは言えないので、両氏の

主張のどちらの方が正当かということは言うこ

とができない。

(F)価 値論的相対主義:A氏 、B氏 がそれぞれ

何らかの価値論的根拠に基づいてそれぞれの主

張の正当性を主張するとしても、その根拠とさ

れるものがお互いに異なる場合、どちらかの根

拠の方が妥当であるとは言えないので、両氏の

主張のどちらの方が正当かということは言うこ

とができない。

　(D)は、例えば記号 としては同一の論理的不変

化詞が解釈によって別の意味を与えられている

と見る場合そうであるように部分的には(A)と重

なるが、ここでは一応両者をはっきりと区別し

てお く。また、価値の認識 という観点からみる

なら(F)は一部分として⑤に包括されて くるが、

価値については認識 を言 うことができないとす

る考え方も在るし、また価値論的根拠へのコ ミ

ットの仕方は理論的なものへのコミットの仕方

とはかな り違うと考えられるので、(E)と(F)も、

前者 を理論的なものに限定するというかたちで
一応はっきり区別 しておきたい。更に(C)も(EXF)

と重なって くると思われるが、方法へのコミッ

トは認識論的、価値論的な両根拠への場合 とは

違 って必ずしもその方法の真偽は問題 とならな

いであろうと考えて、ここでは一応区別 してお

きたい。更にまた(B)も(F)と重なってくるが、価

値が問題 を規定するという側面 と、その問題の

解答 を価値が規定するという両側面が在るので、

論議の仕方によっては区別が必要と思われる。

　我々はこの分類を手段としていわば厳密に相

対主義を検討 していこうとするわけであるが、

その際ポイントは、相対主義のこれらの主張が

絶対的であるのか、(A)一(F)のいずれもく …

ので、正当化は不可能である〉と定式化 したが、

この 〈…　　 〉は絶対にそうなのか、というと

ころにある。言 うまで もな く 「相対主義」が

「相対主義」である由縁はこの意味での 「絶対

性」を主張するか らであるが`2[、 我々の検討

課題は、その 「絶対性」の主張が本当にその通

りであるのか、ということなのである。

　本論に入るに先立って述べておかなければな

らないことが もう一つ在る。我々は相対主義を

上に示 したように一つの限定されたかたちで検

討 しなければならないと考えでおり、そしてこ

のことは、我々が 「正当化」をく対立が在る場

合に一方の側の方の正当を証示すること〉とし

て限定して考 えている〔3)ことに相関的である

のだが、 しか しながら、このことは本稿では直

接論点に関わってこない。したがって、以下の

議論においては、「相対主義」は一般的に理解

しておいてもらっても構わない。

　 U}こ のような方向性は、筆者の倫理的な関

心か らきている。したがってまた本稿は、倫理

的相対主義を論 じていくための準備作業でもあ

る。

　 〔21自らの(絶 対的)真 理を主張する限 りで

「相対主義」は自己矛盾に陥るという相対主義

批判がよくなされるが、この種の批判はあまり

生産的なものではないので本稿では取 り上げな

い。

　 {3[安彦1983参 照。

　言うまでもなくターンのパラダイム論は科学

の(経 験的)理 論を問題にした ものであるが、

我々の観点から言 うならそのパラダイム論 とは、

別のパラダイムの下に在るとき各理論は互いに

「共約不可能(incommensurable)」 であ り、

したがっていずれが正 しいものであるとは決め

られない、というものである。 しかしなが ら、

彼の言 う 「パラダイム」はよく言われるように

非常に多義的である。 したがって、先ず この

「パラダイム」という概念を整理して捉えてお

く必要がある。いろんな整理の仕方が可能であ

るが、ここでは 『科学革命の構造』 《Pの第二

版に付 された 「後書」におけるターン自身の整

理をひとまず採用 したい。

　ターンは先ず 「パラダイム」という言葉には
一定の科学者集団が共有するものを包括的に表

す用法 と、その共有されるものの個々のものを

表す用法 とが在るとする。そして、後者の個々

のもののうちの主要なものとして、「記号的一

般化」「形而上学的パラダイム」(或 いは 「モデ

ル」)「 価値」「見本例」の四つ を挙げている

(182ff.,207　ff.)。我々は以下、この四つの も

のを検討するというかたちで考察を進めていき
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たい。

　 理論は諸々の一般言明から成ると言うことも

出来るが、「記号的一般化」 とは、そのうちの

基本的なものを意味する。それらは例えばf=

maの ように記号的に定式化 されているものも

在 るのでこう呼ばれているのであるが、「作用

は反作用に等 しい」というような言葉で表現さ

れるものも含まれそいる。この 「記号的一般化」

は一見 「自然法則」のことを意味するように思

われるか もしれないが、そうではない。それは、

なるほどそのような法則という側面をももつが、

しか し同時に一つの 「定義」であるという側面

をももつ。(単 なる)法 則の場合は反証が在れ

ば一軍に修正 されるだけであるのに対 して、「記

号的一般化」の場合は同時に、含 まれる用語の

意味の変更を帰結する。例えば、それまでの法

則(=「 一般化」)を 放棄 してオームの法則 、

(=「 一般化」)を 受け入れる場合、「電流」

「抵抗」といった言葉の意味の変更(「再定義」)

を伴う。我々は以下、話しを馴染みの在るもの

にするために 「天動説」「地動説」という周知

の二大パラダイムの対立からなるべ く事例 を拾

っていきたいが、ここでもそうするとすれば、

単なる法則の修正の例として 「惑星の軌道は円

である」から 「惑星の軌道は楕円である」への

移行 を、「一般化」の修正の事例 としては、例

えば 「全ての惑星は地球の回りを回転する」か

ら 「全ての惑星は太陽の回りを回転する」への

移行 を挙げることがで きる。後者においては

「惑星」の意味の変化を伴う。

　 上の 「記号的一般化」は基本的なものではあ

っても部分的には経験的なものであるが、次の

「形而上学的パラダイム」は非経験的なもので

ある。というか、より正確には、いわば現象と

してしか経験されぬ事態を、それに対 して想定

される非経験的な存在論的本質へ と結び付ける

ものである。例えば、「物体の熱はそれを構成

している粒子の運動エネルギーにほかならない」

(1977-298,63)・{2}と いった ものである。そ

の際 「モデル」とも言われるのは、この例で言

えば経験 される 「粒子」をモデルとして、「物

体 の熱」の(そ れ自身は経験されえぬ)本 質は

その経験される粒子のようなものであると想定

するからである。なお、この 「モデル」として

は、例えば 「気体分子はでたらめの運動をして

いる小さい弾力のある玉つきの球のような振る

舞いをする」というような 「発見法的な種類の

もの」も含めて考えられている。

　 「価値」は科学の営みの 「あらゆる時を通 じ

て機能 している」が、特に 「両立 しない道の問

の選択 を迫 られて くるような場合」に強 く機能

するようなものである。これは、他の 「パラダ

イム」に比べてより広 く共有されている。例え

ば 「精度の判断」、つまり 「予測は精確でなけ

ればならない」ということは特にそうである。

しかしながら、より広い範囲で共有されている

といっても、常に同一の価値が科学を支配する

というわけではない。例えば、「単純性」「首尾
一貫性」「説得性」等については 「しば しば非

常に個人差が大きなことがある」 し、「精度の

判断」であっても別の価値によって退けられる

場合がある。そして、一定の諸価値が或 る集団

によって共有されていても、そのことは必ずし

もその集団のメンバーを同一の理論の選択へ と

導 くわけではない。いわば価値は、その ような

嚮導力としては 「十分強 くはない」のである。

　最後の 「見本例(exemplar)」 とは、「具体

的な問題解答」のことであって、特に 「教育」

において模範 となるものである。ターンはこの

意味でのパラダイムを重視する(187,214)が 、

それがそもそもパラダイムであるのは、教育途

上に在る者が課せられた諸問題 を模範として在

る 「問題解答」を参照して解いていくというな

かで、それが言ってみれば世界に対する見方を
一定のものへと構造化していくからである

。

　 〔11以下この書からの引用等は原書、邦訳書

の順で頁数のみ示す。なお、基本的に中山茂氏

の翻訳を使わせて頂 くが、文脈 との関係等で別

様に訳出する場合も在 る。

　 (2,以下、19702以 外のターンの論稿か らの引

用等は、ここのように(1986以 外はオリジナル

テキス トの)出 版年をも記す。

　相対主義の我々の分類でいうく意味論的相対

主義 〉に関わ って くるのは、「見本例」一

「記号的一般化」もまた見本例 として機能する

と考えられている一 としてのパラダイムであ
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る。 そ こで 先 ず これ を検討 して い きたい が 、 タ

ー ン は言 葉 の 意 味 につ い て 、 い わ ば言 葉 の 意 味

的 基 体 で あ る 「知 覚 」 に つ い て少 し く立 ち入 っ

て 考 察 して い るの で 、 この側 面 か ら検 討 を進 め

て い た きい 。

　 ター ン は知 覚 を 「感覚 」 と して生 理 学 的 に 、

外 部 か らの 刺 激 が 我 々 の 「神 経 器 官 」 及 び 「神

経 の プ ロ グ ラム 」 を通 して我 々 の意 識 に 産 み 出

す もの と考 え る 。 そ の 際 ポ イ ン トと なる の は 、

感覚 に 「解 釈 」 を加 え て意 味 が 成 立 す る とい う

考 え 方 を退 け て 感覚 自身が 意 味 で あ る と され て

い る こ と、及 び 、 「神 経 器 官 」 「神 経 の プ ロ グ ラ

ム 」 が異 な る場 合 、 同一 の 刺 激 で あ って も別 様

の 感 覚 を結 果 す る と されて い る こ とで あ る。 タ

ー ンに と って重 要 な の は後 者 で あ る
。(我 々 も、

ター ンが そ う して い る ように 「感覚 」 と 「知 覚 」

と を区別 しな い の で あ れ ば、 前 者 は そ の ま ま了

解 して お くだ け で よい と考 え る。 これ も、相 対

主 義 を論 ず る と き大 きなポ イ ン トとな る点 で は

あ る が 、 こ こ で は議 論 を省 くた め に 問題 とは し

な い こ と にす る 。)そ して特 に 重 要 視 され て い

る の は 「神 経 の プ ロ グ ラム 」 で あ るが 、 「見 本

例 」(及 び 「記号 的 一 般化 」)が パ ラ ダイ ムで あ

る の は 、換 言 す れ ば 、見 本 例 を参照 した問 題 解

決 の練 習 の なか で この 「神 経 の プ ロ グ ラ ム」 が

形 成 され て くるか らで あ る 。

　 つ ま りタ ー ン に よ るな ら、異 な っ た 「パ ラ ダ

イ ム」 の 下 に在 る とき、 異 な っ た 「神 経 の プ ロ

グ ラ ム」 が 形 成 され る こ とに よ って 、 人 々は 互

い に異 な った 「知 覚 」 を もつ よ うに な るの で あ

る。 例 え ば、

　(1)月 を、 プ トレマ イオ ス説 を信 奉 す る も

　 の は 「惑 星 」 と、 コペ ル ニ ク ス説 を信奉 す

　 る 者 は 「衛 星 」 と して知 覚 す る。115,129.

　(2)「 プ リ ー ス トリ ーが 脱 燃 素 空 気 を 見 て

　 い た と ころ に ラ ヴ ォア ジ ェ は酸 素 を見 た 。」

・118
,133.

(3)「 振 動 す る石 」 に、 ア リス トテ レス 派

　 は 「抑 制 され た 落下 」 を、 ガ リレ オは 「振

　子 」 を見 た 。123,139。

　(4>子 供 は 、「ガチ ョウ」(と 父 親 が 見 て い

　 る もの)を 最初 「白鳥 」 と見 た 。1977-310,

　71.

(5)「 鴨 と兎 の 実 験 は 、 同 じ網 膜 上 の映 像

　 を もつ 二 人 の 人 間 が 、異 な っ た もの を見 う

　 る こ と を示 して い る 。」126f.,143.

(1)一(3)の よ う な事 例 が ター ンの関 心 の対 象 な の

で あ るが 、彼 は、 同 じ こ とが 日常 的次 元 に おい

て も((4))成 立 す る と しつ つ 、 同時 に(5)の よ う

な ゲ シ ュ タル ト心 理 学 の実 験 結 果 を も引 き合 い

に 出 して い る。

　 さて この こ と を根 拠 に して タ ー ンは、 異 な っ

たパ ラ ダ イム に 属す る者 達 は、 そ の異 な った パ

ラ ダ イム に よ って互 い に別 様 な知 覚=意 味 を も

つ よ うに な って い る ので 、 た と え記 号 と して は

同一 の 語 彙 を用 い た主 張 で あ って も、 互 い に対

立 す る主 張 は本 当 に は矛 盾 を含 ん で お らず 、 し

たが って 、 いず れ の主 張 が 正 当 か な ど と はそ も

そ も問 え な い 、 と説 く。 タ ー ン 自身 の 表現 で 言

う な ら、 「同 じ状 況 を異 な っ た ふ うに 知 覚 しな

が ら、 しか も議 論 す る際 に は同 じ用 語 を使 う二

人 の 人 は 、言 葉 を違 った ふ う に使 って い る に違

い な い。 つ ま り彼 ら は、 私 が 共約 不 可 能 な 見解

と呼 ぶ もの か ら発 言 して い る の で あ る 」(200,

229)。

　 しか しなが ら他 方 ター ンは また 、基 本 的 に知

覚 の意 味 と言 語 の 意 味 と を一 対 一 の対 応 に在 る

もの と して意 味 の 問 題 を言 語 の レ ヴ ェル で 、 か

つ 、 そ の意 味 の 非 同 一 を 「コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン

の杜 絶 」 と して 捉 え 返 しつ つ 、 そ の 「コ ミュニ

ケ ー シ ョン の杜 絶 」 の 克服 と して 「翻 訳 」 につ

い て語 って い る。 「後 書 」 にお い て 大 要 次 の よ

うに述 べ られ て い る 。

　(A)コ ミュニ ケ ー シ ョ ンの 杜 絶 の 中 に あ る

　 論 者 た ち は …　 　 両方 と もが 同 じ よ うに用

　 い る …　 　 中 立 的言 語 に た よ る こ とはで き

　 ない 。201,231.

　(B)そ の よ うな コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンの杜 絶

　 を経 験 す る人 た ち も、若 干 の拠 るべ き もの

　 を持 つ に違 い な い。201,231.

(C)彼 らの神 経 プ ロ グ ラ ム は、 ご く身近 の

　 過 去 を除 い て 歴 史 的背 景 を共 有 す るか ら、

　 ほ とん ど同 じで あ る に違 い な い。201,231.

(D)彼 らの 日常 生 活 も、科 学 者 と して の 世

　 界 も、 言 語 もほ とん ど同 じで あ る。201,231.

(E)共 有 す る ものが あ るか らこ そ、 彼 らは

　 互 い に い か に違 って い るか 見 出 しえ るの で

　 あ る。201,231.
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(F)要 約 す る と、 コ ミ ュニ ケ ー シ ョンの杜

絶 の 中 に あ る人 が で きる こ とは、 互 い に異

な った言 語 集 団 の メ ンバ ーで あ る こ とを認

め た上 で 、翻 訳 者 にな る こ とで あ る。202,

232.

(G)　 …　 　 彼 らに共通 す る 日常 的 語 彙 に訴

え て …　 　 。202,232.

(H)両 方 の グ ル ー プが 同 じよ う に使 う語彙

　 で述 べ ら れ る議 論 …　 　 。203,233.

　 さて検 討 す べ き点 で あ るが 、先 ず(A)と(B)一(H)

との 関係 が 問 題 とな る。 こ れ は一 見 矛盾 して い

るが 、 我 々 は こ れ を 、「中 立 的 言 語 」 を用 い て

意 味 の非 同 一 を克 服 す る こ とはで きる が 、 そ の

こ と 自身で もって 理 論対 立 が 解 消 され るわ け で

は な い 、理 論 対 立 をそ れ 自身で 解 決 す る よ うな

「中立的言語」は存在しない、と理解する。つ

まり、相手の言っていることが意味的に理解で

きても、そのことが直ちに相手の理論の真、の

納得に連がるわけではない、ということである。

しかしなが ら他方、直ちに連がるわけではなく

ても、意味的理解は納得への第一歩である(cf.

204,235)。 そしてその第一歩が、科学言語のう

ちの共有されている部分と共通の日常言語とを

介 しての 「翻訳」なのである。

　この 「翻訳」についての議論のポイントとな

っているのは、二つの科学理論間の直接の翻訳

ではなく、共有されるものを介 しての((CXDXH)

参照)、特に日常言語を介 しての((G)参 照)翻

訳が提唱されている点である。(引 用文(E)は、

対立する両者がそもそもそれぞれ使っている言

語の違いに気づ くのは共通の言語に翻訳されう

るからであると読めるが、共通の言語はそのよ

うに相違そのものの認識の手段ともされている。)

そして問題点は、このように共有されるものに

基づいて 「翻訳」が可能であるとするのであれ

ば、競合する二つの理論は果たして〈意味論的

に〉 「共約不可能」 と言えるであろうか、 とい

うことである。勿論ターンの言う 「共約不可能

性」には他の意味 も在って、「翻訳」が可能で

あって もその他 の意味において両理論はなお

「共約不可能」であるとすることはで きるが、

しかしまた、ターンにあってはこのく意味論的

〉なものが 「共約不可能性」の最も主要な意味

である(cf.1986-15)。

　問題を理解 しやすくするために先ず具体例を

挙げてみたい。

1)鮮 魚商A「 鯨は魚である」;動 物学者B

「鯨は魚ではない」。A、　B両 世界に対する日

常世界をいま漁師的世界であると仮定すると、

その日常的世界の言語に翻訳した両主張はそれ

ぞれ 「鯨はく海に棲む動物(=魚+蛸)〉 であ

る」「鯨はく魚のうちの鱗の付いたもの〉では

ない」 とでもなろう。(説 明のために海に棲む

動物には鯨、鯛、蛸の三つが在ると仮定するな

ら、Aに とってはこの三つ全てが魚であ り、　B

にとっては鯛だけが魚であ り、漁師にとっては

鯨と鯛とが魚である。)

2)プ トレマイオス 「月は惑星である」;コ ペ

ルニクス 「月は惑星ではない」。この両天文学

者に対する日常世界を一 プトレマイオス世界

と実際の日常世界 とはよく似ているので、必要

のため空想的にこう仮定するが一 月に住む住

民の世界であると仮定すると、翻訳 された両主

張はそれぞれ 「〈我々の住む所 〉(月)は<<

青星〉(地 球)の 回 りを回る天体〉である」

「〈我 々の住む所〉はく太陽の回 りを回る天体

〉ではない」とでもなる。

　そこで、「翻訳」が可能であってもなお 「共

約不可能」なのはどうしてか と問 うな ら、「翻

訳」によって付け加わるのは、対立が実は何ら

の矛盾で もないことが明らかになるということ

だけであって、矛盾不成立なのだか らやは り

「共約不可能」なのである、という解答を先ず

は予想することができる。事実、上の例のいつ

れにおいても翻訳された両言明間には矛盾が存

在 しない。 しかし、これはあまりに形式的な解

答であろう。なぜ なら、ターンもそう想定 して

いるように翻訳がなされた後でも依然 として対

立が続 く場合、必ず しも当のもともとの言明そ

れ自身ではなくても、その言明の主張が含意す

る何 らかの言明において両者においてほぼ等 し

い意味が在 り、少なくともそこにおいては矛盾

が在ると感じられていると考えられるからであ

る。それに、厳密に言うなら完全に同一な 「神

経のプログラム」=意 味というものはそもそも

存在 しないのであるから、そのように形式的に

考えるならおよそ全ての者の言明が全ての他の

者の言明に対 して無矛盾ということにもなるで
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あろう。上の例で言うなら、1)の 場合は単な

る語 「魚」の用い方の相違からくるものとして

対立が解消されると思われるが、2)の 場合に

おいては対立がなお存続する。例えば、「惑星

とはく宇宙の中心に在るものの回 りを回ってい

る天体〉であるが、そ もそも何が宇宙の中心に

在るのか」というふうに議論が進むなら、両氏

はそれぞれ 「中心」として互いに異なったもの

を挙げ、そしてこの相違は 「翻訳」においても

そのまま明らかであるからである。ここで形式

的なことを言うなら、その場合でも 「中心」の

意味が相互に違っており、「翻訳」においてそ

の違いが明瞭になるということは在る。 しかし

なが ら、そのく違い〉はくほぼ等 しい〉の範囲

内に収まるものであるのではなかろうか。

　 しかしまた、〈ほぼ等しい意味〉というのは

曖昧である。この曖昧さを取 り除く方法として、
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ジ　ン

クーンの言う 「意味」を 「意義」としてそれに
　 　 　 　 ベドオイトウンク

加えて 「指示対象」をも問題にするやり方が考

えられる。この考え方は換言すれば、何らかの

「実在」その ものを考えるやり方であって、い

わゆる(科 学的)実 在論が採るところである
ul 。しか し他方、ターンはそのような考え方を

否定するであろう。なぜなら、そのような 「実

在」は存在するとしてもおよそ認識不可能であ

るからである。別様に言 うなら、そのような考

え方は、「感覚」以前的に 「刺激」が 「刺激」

その ものとして捉えられるとすることになるか

らである。我々もまた、そのような 「実在」そ

のものを一 それを想定することは構わないが

一 上述の曖昧 さの克服の方法として導入する

ことには反対である。そうすると、問題はくほ

ぼ等 しい〉ということをどのように扱 うかとい

うことになるが、これについては我 、々もいまは

答えることができない。そして、取りあえずは、

対立する両者の間でこのくほぼ等しい意味〉が

存在 しえる限りでく意味論的〉な 「共約不可能

性」は成立しないと結論 しておきたい。厳密に

言 うなら、初めには 「共約不可能」であったも

のも 「翻訳」を通 して 「共約可能」になると結

論づけておきたい。

　 1986-15で は完全な 「翻訳」の不可能性が言

われている。或いは1969で もこのことが想定さ

れていて、そしてそれに基づいてく意味論的〉

な 「共約不可能性」が考えられているのかもし

れない。その箇所ではこう述べ られている。

「科学の発展は世界についての言明の変更ばか

りでなく、それを述べる際に用いる語彙の転換

にも依存していることが明らかになるのです。

この不可欠な語彙変化は、かつて私が共約不可

能性の表れと名づけた現象の核心です。ある単

語の用い方が変わったために、以前の科学のテ

キス トで繰 り返された言明のい くつかはその後

の科学の言語に翻訳できなくなります。少なく

ともその言明がなされた理由を理解できるほど

の正確 さをもつ翻訳は無理です。 この問題こそ

…　　 時代遅れの科学の伝統のあ りのままの状

態 を回復するという課題の起源なのです。」

　ターンは、科学理論の 「ありのままの状態」

の 「理解」をいわば真の意味での理解 として置

き、そしてそういう理解 を可能にする 「翻訳」

は不可能である、 したがって他の科学理論は自

分のものと 「共約不可能」である、とするわけ

であるが、これについては我々は、そ もそ も

「理解」とは何かが先ず明らかにされなければ

ならないと考える。しかしながら、この 「理解」

そのものはターンの関心の外に在る。この問題

については我々は、異文化の理解 とい うことを

問題にしたウィンチや、解釈学の議論に即 して

検討 しなければならないと考えている。また同

時に 「翻訳」そのものについて も、ターン自身

も言 うように(1977-xxiif.)ク ワインの 「翻

訳の不確定性」テーゼ(及 び 「指示の不可知性」

テーゼ)の 検討が必要であると考えている(z}。

　なお 「翻訳」によって意味の甚だしい隔離が

明らかとなる場合(つ まり、それぞれの主張の

対象が全 く別個のものであったことが明らかに

なる場合)に ついては、なるほどその場合 は

「共約不可能性」が存在するが、 しか し対立が

もはや続かなくなると考えられるので、我々の

観点からは問題の対象外となると言えば十分で

ある。

　 `η特にクリプキ、(転向以前の)バ トナムが

(再)主 張した 「本質主義」のことを念頭に置

いている。

　 12,しか しまた1970-268,373で は、クワイン

を引き合いに出しながら 「完全な翻訳」の問題

に言及 した後直ちに、「翻訳」の存在を指摘 し
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ても 「共約不可能性」の問題を解決するわけで

はないと述べて、我々が五以下で検討する〈認

識論的〉な 「共約不可能性」の重要性を暗示 し

ている。

四

　 〈意味論的〉には 「共約可能」であっても他

の意味では 「共約不可能」であるという場合は

十分考えられる。或いはむしろこう言った方が

いいか もしれないが、対立する二つの主張は、

〈意味論的〉に 「共約可能」である場合であっ

て、そこに互いに矛盾するものであることが明

らかになって くるとき、別の意味で 「共約不可

能」であると意識されてくることが可能である。

そ して、このことに依拠 して(〈 意味論的相対

主義〉とはまた)別 のタイプの相対主義が主張

されて くることにもなる。さて我々は次に、こ

の別のタイプの相対主義を我々の分類を手引 き

としつつ更にターンに即 して検討していきたい。

先ずく方法論的相対主義〉を問題にしたい。

　 このく方法論的相対主義〉と関わってくる

「パラダイム」は、いわば理論の基本前提とし

て機能するという側面から見た 「記号的一般化」、

及び 「形而上学的パラダイム」である。 さて、

この両極のパラダイムであるが、これらのパラ

ダイムの相違から来る主張間の 「共約不可能性」

についてターンは、それは上に見てきたく意味

論的〉 「共約不可能性」と同様な事態 として成

立すると考えているように思われる。つ まり、

これらの 「パラダイム」が互いに異なるとき両

生張間にはそもそも矛盾が不成立であると考え

ているように思われる。 しか し他方ターンもま

た、この対立については何らかの解決の方途を

語ることができる、と思われる。なぜなら、彼

も、理論選択においてその選択を導くものとし

ての 「価値」について語っているが、この 「価

値」が共有される場合は、その共有のものを基

準 として、当の主張の前提となっている方法論

的な枠組みについてその妥当性を検討しあうこ

とができるからであり、そ して、この妥当性の

検討を対立の解決として再構成することができ

るからである。我々はこのことは重要なことで

あると考えるが、 しか しターンは、「価値」は

理論の 「選択のための理由」(199,228)を 成す

と単に言うだけで、どのようにしてそうである

のか ということを突っ込んで議論してはいない。

したがって、〈方法論的相対主義〉については

ターンに即 してこれ以上議論することはで きな

いo

　この 「価値」については、次にく価値論的相

対主義〉の問題として、他のものに対 して は基

準として対立の解決を導きうるものであるこの

「価値」自身が、対立する者の問で異なり、そ

こにいわば高次のレヴェルでの対立が在るとき、

その対立は絶対的なものであるのか、という問

題を立てることができる。これについてターン

は、「価値」はより大 きな一般性をもつ もので

はあるが、互いに異なった 「価値」が奉 じられ .

ることもあ り、パラダイムとしてその互いに異

なった 「価値」の下に在る理論は互いに 「共約

不可能」である、或いは、より正確に彼の議論

の文脈で言うと、理論に関する評価は異なった

「価値」の下でなされる場合互いに 「共約不可

能」である、と考えている。つまりターンはく

価値論的相対主義〉をも端的に主張 しているの

であるが、このように簡単に片付けてしまって

いいのであろうか。価値の対立、或いは価値の

相違に基づ く対立についても何 らかの合理的解

決の方法が在るのではなかろうか。 しか しなが

ら、この問題についても、ターンの議論には余

りに材料が少なすぎるので本稿では立ち入らな

いことにする。またく論証論的相対主義〉につ

いても同じことが言えるので、これもまた本稿

の論及対象か ら外 したい。

　因に42,46で は 「いついかなる時代において

も科学者 を科学者たらしめるルールが …　　 た

くさんあるにちがいない」として例えば 「世界

を理解 しようと心がけ、その理解の精度を高め

視野 を拡げようと常々心がけていなければなら

ない」というものを挙げている。これは我々の

分類で言 うく問題論的〉〈方法論的〉〈論証論

的〉〈価値論的〉のいずれの相対主義にも関係

してくると思われるが、我々は、そしてターン

自身も、このルールの共有が 「共約不可能性」

の解決に連がるとは考えない。何故なら、それ

らは余 りに抽象的なものであるからであるq㌔

したがって、これについて も特別取 り上げて問

題とはしない。
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　 ターンは言うところの 「通常科学」を 「パズ

ル解 き」として比喩的に理解で きるとし、そも

そ も何が 「パズル」であるかが 「パラダイム」

によって規定されると述べているが、〈問題論

的相対主義〉の問題として取 り上げうるのはこ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ア　ノ　マ

の よ う な 「パ ズ ル 」 で は な く、 む しろ 「変 則事
り　

例」'の方である。そこで次にこの 「変則事例」

を検討すべ きであるのだが、 しか しターンは、

(既存のパラダイムでは処理で きぬ)こ の 「変

則事例」の解決の試みとして新 しいパラダイム

の形成が始 まると言 うのみで、そ もそもこの

「変則事例」が 「変則事例」として問題視され

て くることについては 「変則事例に気付くこと」

(67,75)と してしか問題にしていない。だが

我々の見方では、何が取 り上げられるべき 「変

則事例」なのかの選択を規定する(い わばく問

題論的〉)パ ラダイムが存在する。 しかるにタ
ーンはこれについてほとんど語っていないわけ

である(69,77f。)。 したがって、ターンの議

論に即 してく問題論的相対主義〉を検討するこ

ともあまり生産的なことではないと思われる。

　残るはく認識論的相対主義〉であるが,こ れ

はターンのパ ラダイム論の検討において重要な

位置を占めることになる。そこで、これについ

ては章 を改めて詳 しく見ていきたい。

　 (1)因にハーバマス、アーベル等がく不可避

の原理〉として挙げているものもこのような抽

象的ルールで しかない。 したがって、そのよう

なものに(の み)依 拠して対立の解決'(正当化 ・

基礎づけ)を 図ろうとすることは当然批判の対

象となるが、これについては安彦1986,1987参

照。

五

　主張の、この場合は特に言明の(〈 認識論的

〉)正 当化の認識論的根拠 として様々のものが、

かつ様々に語られてきたが、現代では(論 理実

証主義以降)通 常、(感覚的)経 験 に、科学の

問題としては観察に正当化の根拠が求められて

いる。ターンはこの認識論的根拠の問題につい

ても経験 ・観察、つまり 「知覚」をテーマとし

て取 り上げている。また、その場合 も、経験と

経験的言語との問には基本的に 「超越」は存在

しないとして、経験 ・観察は多く経験的言語 ・

観察言語として問題とされている。

　 さてターンはて経験による理論の 「検証」を

主張する 「論理実証主義」、及び 「反証」を主

張する 「批判的合理主義」をいずれ も退けると

いうかたちで、競合する理論の正非を判定でき

るような中立的経験は存在 しないと主張する。

　(X)し かし、感覚的経験は、固定 した中立

　的なものであるか。理論は単に与えられた

　データに対する人工的解釈にすぎないか。

　西洋哲学を三世紀にわたって導いてきた認

　識論的観点は、直接的なもの、明白な経験

　 を指令する。然 り。十分展開された代案が

　ないものであるから、その観点を完全に放

　棄してしまうことは不可能に感 じる。しか

　 し、その観点はもはや有効に機能 しない。

　そして、中立的観察言語を導入 して機能さ

　せるようにする試みは、今や私には絶望的

　 と見える。126,142.

　(Y)対 立するパラダイム間の移行は、共約

　不可能なものの間の移行であるがゆえに、'

　論理や中立的経験に迫られて一歩を踏み出

　す、というようなことはあり得ない。150,

　 170.

　このような主張を次に検討していきたいので

あるが、その前に、「検証」「反証」、つまり正

当化の問題 と 「翻訳」の問題とは区別されなけ

ればならない、 したがって正当化の共通の根拠

としての 「中立的観察言語」と、「翻訳」の媒

体としての 「中立的言語」 とは、たとえ同一の

ものがこの両方どして使われうるとしても、そ

の際の機能の点から別様に検討 されなければな

らない、とい うことを確認 しておきたい。この

区別は実はターンにおいても曖昧なのであるが、

しかし、議論を明確にしていくためには必須で

あると我々は考える。

　 しかしなが ら、このようにしてもなお曖昧さ

が残る。先ず(X)と(Y)とでは互いに別のことを述

べていると理解されるからである。つまり、(Y)

は、「中立的経験」が存在するとして も 「対立

するパラダイム間の移行」はそれに基づいてな

されるものではない、と読めるのに対 して、(X)

は、そのような 「中立的観察言語」なるものは

存 在 しな い、 と読 め る 。何 度 も言 う よ うであ る

が 、(Y)の 中の 「経 験 」 そ の もの と(X)の中 の、 そ
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の経験 を表現 したものである 「言語」との違い

はターンの場合少 しも問題とならない。(X)中の

「中立的観察言語」については、「純粋な観察

言語のようなもの」と言い換えられて、そして、

それに対 して否定的なものとして 「同じ網膜上

の映像をもつ二人の人間が、異なったものを見

うることを示す」知覚に関する実験例を挙げて

いる(126f.,143)こ とからも言えるように、

ターンは明らかに 「経験」(「知覚」)と 「言語」

とをレヴェル的に区別せずに議論 している。つ

まり、その意味で(X)は、同時に 「中立的経験」

の非存在 を述べているのである。 しかるに、そ

れに対 して(Y)は、いわば 「中立的経験」は存在

しはするが、正当化において機能 しない、と述

べているのである。(実 は、(Y)も端的に 「中立

的経験」の非存在を述べているとも読むことが

できて、それ自身で曖昧なのであるが、 しかし

例えば75f.,85で はコペルニクス説とプ トレマ

イオス説 との関係について 「当時の観測の結果

からすれば、どちらが良いとも言えなかった」、

前者の説が人々によって支持 されていったのは

(共通の=中 立的)観 測データに基づ く前者の

方の検証によってではなくて別の事柄によって

であった、と述べ られている。一 ここでは、

この記述にも基づ きつつ(Y)は上のように読める

としておきたい。)

　理論は一般に経験によって正当化されるとさ

れているが、 これに対 して、適当な補助仮設を

設定するならどのような理論 も経験 に対 して

inmuneに で きる、逆に言うなら理論を正当化

する 「決定的実験(経 験)」 なる ものは存在 し

ないというデュエムークワイン的考え方が在る。

(Y)の部分はこの考え方の線の上に在ると言える。

しか しながら我々は、この(Y)的考え方はターン

にあっては傍系的なものであると見る。そして、

ターンがより重要なものとして主張しているの

は(X>であると我々は理解する。 しかしなが ら、

そう単純化 して理解するとして、一体ターンは

(X)において何 を言 っているのか。

　我 々は三で、「パ ラダイム」が異なるとき世

界は別様に見 られている、というターンの主張

を検討 したが、(X)は先ず端的に、このことが

(感覚的)経 験 という側面からも説かれている、

と解釈できる。同じ 「振動する石」を見ても、

ガリレオは 「振子」と見るし、アリス トテレス

派は 「抑制された落下」と見る、というように

互いに異なった経験が もたれるのである(128,

144)。

　我々は三で同時に、日常言語が 「翻訳」の媒

体として機能しえるというターンの考え方 を見

たが、この日常言語の世界の経験が今度は 「中

立的経験」として正当化の根拠 として機能 しは

しないか、という観点からターンは以下のよう

に語っていると次には解釈できる。一 一般に

理論は経験によって正当化されるが、いま問題

になるのは、対立する理論がそれぞれそれぞれ

の経験によって正当化されていて、そこに対立

がそのそれぞれの正当化の根拠となっているそ

れぞれの経験の間の対立 となっている、という

事態である。この事態を解決する方途として、

この対立するそれぞれのいわば科学的経験に代

えて、両者が共有する日常的経験を根拠 とする

ということが考えられるかもしれない。だが、

この共;有の日常的経験は、対立する理論の正当

化の根拠としては実は 「中立的経験」ではな く

て単なる〈第三の経験〉でしかない。なぜ なら、

それぞれの科学的経験がそれぞれパラダイムに

よって規定されているように、日常的経験 もま

た言ってみれば日常的パラダイムによって規定

されているからである。

　この ように解釈しうるターンの考え方を、以

下のような(フ ィクショナルな)状 況を設定 し

て説明してみたい。先にもぞうしたようにいま

我々人間は月の住民であると仮定する。そ うす

ると、我々の日常的経験 は 「太陽は月の回 りを

回り、地球は空中に浮いている」であろう。さ

て、この日常的経験が 「太陽中心説」 と 「地球

中心説」との対立を解決する 「中立的経験」と

なるかというと、全 くそうではない。両説 を支

持する者は共に、この 日常的経験 を根拠 とする

ことを拒否するであろう。なぜなら、この日常

的経験は両者にとっては、不当に月からのく見

え〉のみを特別祝するものとして、それ自身一

定の(疑 似)理 論(「 月中心説」)を前提 して、

そのパラダイムによって規定されたものである

と思われるからである。

　 また別の事例 として次のような状況を想定 し

て欲しい。いま二人の科学者が電線が切れた事
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故について、 日々できるだけ細い金属繊維を求

めているA氏 は 「それは太かったか らその自重

で切れたのであろう」、 日々できるだけ太いワ

イヤー材料を求めているB氏 は 「それは細 くて

張力が不十分であったので切れたのであろう」

とそれぞれ(理 論的に)対 立する診断を下 し、

次いでそれぞれの診断の検証としてそれぞれA

氏は 「これは太い」という実見(経 験)を 、B

氏は 「これは細い」という実見(経 験)を もっ

て、その経験の レヴェルでも対立をもったとし

よう。さて、これに対 して金物商のC氏 が 「こ

れは太 くもない し細 くもない」と経験 したとし

て、このC氏 の 日常的経験は中立的経験として

機能するかと問うなら、これもまた単なる第三

の経験にすぎないと言わざるをえない。たとえ

A氏 、B氏 がそれぞれ副業として金物商をも営

んでいて、その金物商としては共通にC氏 が も

つ経験をももっているとしてもである。

　ここで、例えば 「振子」「抑制 された落下」

という<「 振動する石」についての何らかの経

験〉ではなくて 「振動する石」とい う経験が、

或いは、「惑星である,月」「衛星である月」に対

する 「(単なる)月 」という経験が基底的な共

通の経験として在 り、そしてそれが 日常的経験

なのではなかろうか、という異論が予想される

が、ターンに従って言うなら(cf.128,144　 f.)、

それは誤解である。なるほど<「 月」を 「衛星」

として見る〉<「 振動する石」を 「振子」とし

て見る〉という言い方がなされているが、しか

しそれは実はmisleadingな 言い方である。 こ

れは説明のための簡便な言い方であって、より

厳密に言うならく我々が日常 「月」として見る

ものを 「衛星」として見る'〉〈我々が日常 「振

動する石」として見るものを 「振子」として見

る〉である(u。 その意味で、「月」と 「衛星と

しての月」、 「振動する石」 と 「振子」 とはい

わば同一の次元の〈見え〉である。では、その

当の ものが先ず見られ、次いでそれが更に 「振

動する石」或いは 「振子」と見 られるのではな

かろうか、そ してこのく当のもの〉の経験が日

常的経験なのではなかろうか、 と言われるかも

しれないが、そうではない。そのように考える

なら、例えばく先ず 「物体」として見られ、次

いで 「動いている物体」 と、そ してその次に

「振子」と…　　 〉というふうに言ってもいい

ことになるが、我々は決してそのように基底的

なものから高次の ものへと順 を追って 「振子」

を経験 しているわけではない 〔2㌔

　 このようにターンに拠って言うなら、日常的

経験は 「中立的経験」として機能せず、したが

ってそれに依拠 して 「パラダイム」間の対立を

解決することはできないのである。

　 〔n〈月を …　　 として見る〉という言い方

の方は、或いは、〈一つの個物 を(固 有名で

「月」と呼んで)… 　　 として見る〉というこ

とを言ったものであると反論 されるかもしれな

いが、しか しながら、そう言えるとしても、<

<と して〉としての見え〉なしのく裸の個体〉

を我々が経験できるわけでは決してないであろ

う。
　 　

　 (2}フッサールの 「生活世界」 を日常的経験

の世界 と解 して、そしてそこにこのような 「中

立的経験」を読み取ろうという考え方が広 く見

られるが、我々はそういう見方に対 しては批判

的である。安彦1988参 照。この点 との関係で言

うなら、本稿の主張点の一つは、〈日常的経験

〉と、六で問題とする〈 「測定」的経験〉との

区別の強調に在る。

六

　(X)は三で見てきたことからはこのように(敷

桁的に)解 釈できるが、しかし他方、これとは

別様に解釈することも可能である。上の解釈で

は 「羅馬剣 を 「直接的経験」(125,141)に 限定

していると言うことができる。そして、このよ

うな 「直接的経験」に依拠するのであれば結局

正当化は不可能となるということは十分認めら

れる。だが、科学者達が理論の正当化の基礎と

して求めてきた 「経験」はそのような 「直接的

経験」ではない。そうではなくて、パラダイム

による規定 を含 まないようないわば純粋経験

(「純粋知覚」127,143)で ある。そして、この

ぶうな純粋経験は、まさしくそのようなものと

して普遍的であり、したがって 「中立的」であ

る。一 このような反論が十分可能であるが、

(X)に対する別様の解釈とは、ターンは、このよ

うな純粋経験の主張に対 して、その不可能を主

張 していると解するものである。
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　 しかしなが ら、この、純粋経験の不可能性の

主張は少 しく混み入っている。我々のかなり強

引な読み方ではターンは、先ず、中立的な純粋

経験(同 一の刺激がパラダイムの相違によって

別様の経験 を結果するわけであるが、そのよう

なパラダイムの規定を受けず、したがって普遍

的であるような経験)の 存在を知覚心理学の実

験結果に基づいて否定し、次いで、それでもな

お提唱される純粋経験は、実際そうであるよう

にいわば非中立的な純粋経験で しかありえない、

としている(126ff.,143　 ff.)。この後者の点に

ついて説明を加えるなら、それは以下のような

ことを述べているのであると言える。

　言うところの純粋経験とは、科学者の実際の

主張から見て内容的に言うなら第一には 「測定」

的経験のことである。それは、純粋に定量的な

経験のことであって、いわば一定の〈ものさし

〉との関係におけるく見え〉のことであると言

うことができる。いわゆる数量的データがこれ

に当たる。さて、このようなものとしての純粋

経験についてターンは、それはやはり一定のパ

ラダイムによって規定されていて、したがって

普遍的なものではない、と考えている。例えば、

「これは太い」「これは細い」という互いに異

なる 「直接的経験」は 「測定」的経験において

「これはxミ リメー トルである」という同一の

経験へと収斂され、そしてこの同一の経験はそ

の意味では普遍的であると言 うことができるが、

しかしこの場合でも、当の 「直接的経験」にお

いていわば初めからく太さ〉、つまりはく長 さ

〉が見えているということが前提となる。そ し

てこのことは、一定のパラダイムによって規定

されているということを意味するのである。 し

たがってまた、この 「これはxミ リメー トルで

ある」とい う経験 も、〈長さ〉を見 ない経験

(上述の電線切断事故の例で言えば、例えば物

質の化学的性質を専ら問題としている科学者に

とっての経験)に 対 しては相対的なものに留ま

るのである。(そ もそもく長さ〉を見ていない

人に対 しても、「これ」とく もの さし〉とは共

に見えるが、それは単に二つの物体が同時に存

在 していると見えるだけである。)こ の、〈長

さ〉を見ないという経験は非常に想像し難いが、

例えば(「 これは赤い」 という 「直接的経験」

をいわば疑似定量的に厳密化 した)「 これの色

は 「色立体」のこの部分と同一である」 という

　(正常な色覚の人にとっての)純 粋経験が色盲

の人にとってどのように経験されるかといった

ことから類比的に考えられようか。

　 ターンはまた、純粋経験 として 「操作」的経

験 をも取 り上げているが、これについて も同様

に考えている。そしてこれについては端 的に

　「特定の実験室内的操作に関する問題は、何 ら

かの仕方で予め知覚的 ・概念的に分割された世

界を前提 としている」(129,146)と 述べている。

　 このようにターンは考えているとしておいて、

次にこの考え方を検討 していきたい。先ず 「操

作」的経験の方を見ていきたいが、これは例え

ば、「これは酸っぱい」 という 「直接的経験」

に対する 「これに.リトマス試験紙を漬けると紙

は赤変ずる」といったようなものである。 さて、

この例からも明らかなように、この純粋経験が

例えば 「これは酸性である」という理論的言明

に対 して正当化根拠として機能するためには、

リトマス試験紙と溶液との関係に関する一つの

理論(「 観察理論」(ラ カ トシュ))を 必要 とす

る。 したがって、理論の正当化根拠としては理

論によって媒介されていることになるので、こ

の 「操作」的経験に対 してはそれ自身を正当化

する根拠が求められてくることになる。したが

ってまた、それは当然中立的ではなくなって く

ると言える。そこで、これについてはターンの

主張を単純に認めておいて 「測定」的経験の方

を問題としたいu)。

　 この 「測定」的経験については 「操作」的経

験についていま見たことは当てはまらない。つ

まり、それが理論に対 して正当化根拠 として機

能するにあたっては何らの理論 も必要 としない。

このことを確認 しておいて、それもまた非中立

的であるというターンの主張を検討 してみたい。

検討のポイン トは、〈ものさし〉との関係にお

いて数量的データを与えるところのもの、つま

り〈長さ〉〈重さ〉〈速さ〉く2,といったもの、

取 りあえず名ずけるなら<(第 一)(性 質のも

つ)形 式〉〔3}は本当に非普遍的なものである

のかということである。字義通 りに理解する限

りターンは非普遍的であると言っているとしな

ければならないのであるが、我々は、〈長 さ〉
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等のく形式〉は普遍的に経験 されうるものであ

ると考える。もちろん一つのものが人によって

或る者にはく長 く〉、また別の或る者には〈短

く〉経験されるということは在るが、その場合

で も共通にく長さ〉をもったものとして経験さ

れてお り、その点ではこの経験は普遍的である。

　但 し、〈長さ〉に 「注意」がいっていない、

ということは十分在 りうる。しかし我々は、<

注意がいっていない〉場合には改めてそれに注

意を向けさせ、そこにく長さ〉をく注意〉させ

ることが可能であると考える。その意味で、〈

長さ〉は経験の普遍的対象なのである。ここの

ところをターンはく見える〉とく注意 している

〉とを同一のものとして扱ってしまっていると

我々は考える。そして、ターンならく注意〉が

向けられるか否かはパラダイムによって規定 さ

れると言 うであろうが、「測定」的経験 とはそ

もそも、意識的にそういうパラダイムの枠を越

えた 「中立的」なものを求めるところに現出す

るものであって、したがって、一定のパラダイ

ムによって規定されてそれまではく注意〉がい

っていなかった、ということは一向に問題とな

らない と考える。なお、五で挙げた 「(動いて

いる)物 体」といった〈基底的経験〉は一 言

ってみれば 「それは長さをもったものである」

という経験に対応するものとして一 このよう

なものとしてなら十分考えることができるが、

しかしそれは決して日常的経験ではなく、あく

まで(準)科 学的経験である。しかもそれは、

〈基底的〉と言えるとしても、一つの非直接的

なものである。

　このように 「経験」 ということをく注意 して

いること〉に限定 しないで捉えるなら、我々は

く形式〉の経験については十分普遍性を言 うこ

とができると考えている。そして、例えばカン

トが 「直観の形式」として主張したものも、我

々が言うこのく形式〉であると見ることがで き

る。しかしながら、理論的言明の正当化の認識

論的根拠 となりうるのは、言明として言 うなら、

「これは長さ(太 さ)を もつ」ではな く、「こ

れは太い」「細い」等のものである。そ して、

これらは(パ ラダイム被規定的な)相 対的なも

のであるので、それを克服するものとして例え

ば 「これはxミ リメー トルである」一 以下の

議論について生 じて くるであろう異論を予め封

じるために断 っておきたいが、この言明は、

「これはこのく ものさし〉と同一の、或いは半

分の、等々、の長さである」という言明を、簡

単にするためメートル法的に言い表 したもので

あって、メー トル法という特定の測定方法にコ

ミットしたものではない一 という 「測定」的

経験が科学者によって求められてきたのである。

この 「測定」的経験についてク」ンは、「操作

や測定は …　　 直接経験 よりも、はるかにもっ

と明確にパラダイムによって規定 されている」

(126,142)と 述べている。我々は、或る意味

ではターンの言う通りであると思 う。 しかし、

そのく或 る意味では〉とい うのは、「パラダイ

ム」を科学(一 般)の パラダイムと考える場合

は、ということである。つまり我々は、「測定」

的経験(厳 密に言うなら、例えば電流の測定の

ような〈測定装置〉(こ れはくものさし〉と違

って、例えば電流計の指針の揺れが電流を測っ

たことになるとするための場合そうであるよう

に一定の理論を必要 とする)を 用いるものは除

く)は 科学というものに普遍的なものであると

考える。

　 u}い わゆる 「操作的定義」の問題はここで

は扱わないことにする。

　 〔2}〈重さ〉〈速 さ〉はそれぞれ 「測定」的

経験が成立するためには 「秤」「時計」に関す

る理論を必要 とするのでく長さ〉の場合とは同

列に扱えないが、その理論は例えば〈電流〉の

測定に必要な理論とは本質的に異なる、「理論」

といっても通常言 う 「経験的理論」のことでは

な くていわば 「原一理論」である、とだけ言っ

ておく。このことも含めて全体的に 「構成主義」

の 「原物理学」論を踏まえている。「構成主義」

については安彦1980参 照。

　 く3)これについては、特に第一性質 ・第二性

質の区別 といったことについてなお検討 しなけ

ればならないのであるが、ここではこのように

大雑把に述べておく。

七

　 しかしなが ら、このように言えるとしてもま

だ大 きな問題が残っている。なぜなら先ず、厳

密に言うなら、「測定」的経験が普遍的である
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のは例えば 「…　　 はxミ リメー トルである」

という形式的部分だけであるか らである。逆に

言うなら、「…　　 」の部分は上での我々の議

論を認めるとして も依然としてパラダイム被規

定的な相対的なものであ りうるからである。つ

まり、例えば 「…　　 はxミ リメー トル」であ

るという部分については貫パラダイム的に同一

の経験がなされるとしても、互いに異なったパ

ラダイムの規定の下で 「…　　 」の部分が互い

に別様に(例 えば 「この金属繊維素材」「この

ワイヤー材料」として)経 験され、 したがって

全体 としてもそこに互いに別様の 「測定」的経

験が存在する、ということになるのである。

　 しか しまた、更に次のように言ってみること

も可能である。一 上の主張は、「測定」的経

験を未だ完全 に純粋なものとしては捉えていな

いから言えることである。「…　　 」の部分に

入って くるのは、分析的に言ってxasFと いう

かたちをもったものであるが、上のように主張

する者は、このFを 単純に普通名詞 として考え

ている。だが、そのような経験はまだ 「直接的」

なものである。完全に純粋な経験であるために

は、〈いくつかの属性を担 っているこの もの〉

として経験され、かつ、これらの諸属性は全て

量的なものとして経験されるのでなければなら

ない。そして、このような意味での完全に純粋

な 「測定」経験は原理的には可能である。

　 このような主張に対 して先ず考えられる反論
一 これは、上に挙げた 「…　 は、何 らかの

仕方で予め知覚的 ・概念的に分割された世界を

前提としている」という見方を、「測定」的経

験 についても言えるものとして理解する場合に

予想されるものである一 は、、一このようなく完

全に純粋な 「測定」的経験 〉が可能であるとし

ても、そもそも初めにどういう 「直接的経験」

をもっていたかによってこのく完全 に純粋な

「測定」的経験〉が規定されて くる、したがっ

て 「直接的経験」が互いに異なるときは互いに

別様なく完全に純粋な 「測定」的経験〉がなさ

れることになる、というものである。しかしな

がら、この反論は誤解を含んだ間違ったもので

ある。この反論は、<完 全に純粋な 「測定」的

経験〉をいわば 「直接的経験」の純粋化 として

考えて、正当化の認識論的根拠の問題を所与の

経験からのく抽象的本質〉といったものの抽出

として問題としているが、認識論的根拠 として

のく完全に純粋な 「測定」的経験 〉はいわば

「直接的経験」 と無関係に端的に求められて構

わないものであるu}{2,。

　しかしまた我々は、誤解を含まない妥当な反

論も可能であると考える。それは、このような

く完全に純粋な 「測定」的経験〉に正当化の根

拠を置 くのであれば、正当化 される当の理論の

方が問題となってくる、というものである。つ

まりその場合、理論的言明の方 も完全に量的タ

ームで定式化されていなければならなく.なるの

であるが、事実 としては理論はそうはなってい

ない。事実としては理論は多くの質的タームを

含んでいる。逆に理論を初めから純定量的言明

の体系として構築せよと言うなら、一 そうし

たものが近代科学の目指すべき理想であるとは

言えるが一 それはまさしく別のパラダイムを

採用せよということを意味することになる し、

そ もそ も当の理論の正当化ということが全 く無

視されて しまうことになる。

　さてこれが問題であるのだが、ではどのよう

に考えればいいのか。所与の理論の正当化 には

それにふ さわ しい経験 を必要 とす るとして、

「直接的経験」に立ち戻るべ きなのか。そうで

はない とすれば、では一体 どのように考えれば

いいのか。先ず、この問題は我々が言う〈完全

に純粋な 「測定」的経験〉だけではなく、およ

そ〈 「測定」的経験〉そのものの問題であると

いうことを指摘 しておきたい。先に我々はくこ

れは太い〉〈これは細い〉に対 して〈これはX

ミリメー トルである〉という 「測定」的経験を

挙げたが、そもそもこの経験ではA氏 、B氏 い

つれの診断をも検証しえないのである。いわば、

「測定」的経験 はそのままでは 「中立的」では

あるが正当化能力を少しももたないのである。

　この問題は、伝統的に(正 当化 される)理 論

の言語と(正 当化する)観 察の言語との間のギ

ャップの問題として論 じられてきたもの(の 一

部)で ある。したがって問題の解決は 「対応規

則」 く3塾「解釈規則」 として言われて きた もの

を、それ自身問題を含むものであるので一般的

に再検討 しつつ、我々の文脈においてどう提示

するかということに懸かっている。 しかしなが
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らこれについては、いわゆる 「正当化のコンテ

キスト」のみを(我 々の見方で言えば抽象化的

に)対 象として考えていては駄 目であって、そ

もそも理論はどのように形成 されてくるのかと

いうことを含んだいわば 「全体的コンテキスト」

から検討されなければならないとだけ取 りあえ

ず述べておいて、具体的な議論は別稿を期 した

い。またターン解釈としては、「中立的経験」

の問題が結局以上のことに帰着するのであれば、

〈認識論的〉には彼の 「共約不可能性」論はそ

う特別のものではないということを述べておき

たい。

　 {D筆 者は最近、買ってこいと言われた 「カ

ボチャ」を妻に手渡して 「これは(お い しい方

の)ク リカボチャではない」と叱られて面喰ら

ったことがあるが、それは、筆者にはおよそ全

ての種類のカボチャが単一に 「カボチャ」とし

てのみ〈直接的に経験〉されていたからである。

さて、カボチャについてそのような 「直接的経

験」 しかできない場合で も、(二 つ を並べて見

た場合)ク リカボチャと別のカボチャとの形状

の相違は分かる(経 験する)こ とができるので

あるが、ターンに言わせると、この形状の相違

の経験はそもそも一定のカボチ ャをクリカボチ

ャとして経験できることを前提 としていること

になって しまう。

　 12)「振動する石」の、そのく動いているこ

と〉(の み)の 経験一 これを我々とターンは

共通に、日常的経験ではなく、一つの(準)科

学的経験とみなすのであるが一 を、ターンは、

元にある 「直接的経験」(「 抑制された落下」

「振子」)の違いによって、同じく動き〉であっ

ても互いに別様のく動 き〉として抽象化的に経

験されると考える(cf.118,134)の だが、こ

こにもく 「測定」的経験〉をく元に在るものか

ら抽象化的にとりだされた もの〉とのみ考える

という誤 りが在ると思われる。つまり、そのよ

うな抽象化的経験 も可能ではあるが、しかし同

時に、〈ものさし〉を当てがい、それとの関係

でのみく動き〉を経験することもまた可能なの

である。これに対 してターンは、そもそもどこ

をどう測るかが 「直接的経験」によって規定 さ

れるとなお主張すると思われるが、我々は、こ

れ もまた同じ仕方で批判可能であると考える。

　 {3}念 の た め に言 って お くが 、 これ は普 通 に

言 わ れ る 「対 応 規 則 」 で あ って 、1977-302,66

で 言 われ るそ れ で は な い。

八

　認識論的根拠として 「経験」を考えるなら、

我々も恐らく原則的には〈認識論的〉 「共約不

可能性」を言わざるをえないであろうと予想し

ている。 しか しながらそうであるとしても、こ

のこどは対立は純認識論的には解決不可能であ

るということを意味するだけであって、それ以

外の解決の不可能性まで も予め排除 して しまう

ものではない。

　我々は、〈問題論的次元〉、<方 法論的次元

〉及びく価値論的次元〉において、かつ〈認識

論的相対主義〉を克服するかたちで、つまりく

純認識論的次元〉での対立解決の不可能性 をい

わば無力化するかたちでの対立の合理的解決を

語ることができると考えている。(〈 純認識論

的次元〉と言ったのは、我々は重要な事柄 とし

て、〈認識論的次元〉が他の次元の統制を受け

るということを考えているからである。この統

制によって、理論用語、及び、それを認識論的

に正当化するための観察用語に一定の限定が与

えられるということも在 りうる。)ま た三で述

べたくほぼ等 しい意味〉ということも、これら

の諸次元からより適切に考察できると考えてい

る。これらについて敢えてターンに即して言 う

なら、彼が 「革命」を 「進歩」として語ってい

るところを 「正当化」として再構成 していくと

いうことが基本的方向となるが、しかしながら

このことをターンの議論に即 して展開すること

は既述のようにあまり生産的なことではない。

ここでは、通常は〈(純)認 識論的次元〉を基

本として置 き、そこでの正当化が他の諸次元で

の対立をも解決する決定的なものであるとされ

ているが、そのような考え方では恐らくうまく

いかないであろうとだけ述べてお くに留めたい

`n 。そして本稿としては、主 としてく意味論

的次元〉、〈(純)認 識論的次元〉での検討に

よって、ややもすれば曖昧に語られるターンの

「相対主義」の主張内容を明確化し、かつ妥当

ではないと考えられる点を指摘 したことをもっ

て十分 としたいと思う12,。
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　 〔1,安彦1980で は こ れ に 関 す る こ と を少 し く

論 じて あ る が 、 そ れ は まだ不 十 分 で あ る。 な お 、

こ の 拙 稿 は一 こ れ は五 の註 〔2,と も関 わ っ て

くる が一 「生活 世 界 」 に 関 して(現 在 の私 見

か らは)誤 りを含 ん で い る。 「生 活 世 界 」 に関

す る現 在 の 私 見 と して は1988の 他 に 『カ ン ト哲

学 の現 在 』(世 界思 想社 　 近刊)所 収 の拙 稿 を'

参 照 して 頂 きた い 。

　 {2,紙 数 の制 限 も在 って本 稿 は か な りdogma・

tischに 論 ぜ ざ る を え な か っ た 。 特 に 諸 解 釈

(参 考 文 献 参 照)に つ い て のkritischな 検 討 は

ま た 別 稿 を予 定 した い 。 また 、 い わ ゆ るcon-

ceptual　framework　 relativismと して 問 題 に され

る場 合 につ い て 、 デ イ ヴ ィ ッ トソ ン、 ポパ ー に

よ る批 判 を も含 め て特 に別 個 検 討 の 必要 が あ る

と考 えて い る。
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